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今後の東海地域農政懇談会の進め方について(案）

１．背景

東海地域農政懇談会は、東海農政局の業務運営に関する基本的

な方針を議論する場として、有識者の委員の皆様からの御意見を

いただき、東海農政局の施策実施に反映させていただいていると

ころである。

今後、これまで以上に国民視点に立って、東海農政局が実施す

る食料の安定的確保や消費者の信頼確保などの政策を着実かつ効

果的に実施するため、東海地域農政懇談会の進め方について、会

議運営の改善を行うこととする。

２．現 状

（１）マスコミに対しては、冒頭のみ公開。

（２）国民に対しては、傍聴不可（特段の傍聴希望を募集してい

ない 。）

３．改正点

原則、公開とする。

事前に東海農政局ホームページで、国民の傍聴希望を募集。

傍聴希望者多数の場合は、１０名を限度に選定

４．改正時期

平成２１年４月以降の開催から実施。


